
広報かみさと  2010.1

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

輝
か
し
い
新
年
を
健
や
か
に

お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
素
は
、
町
政
全
般
に
わ
た

り
ま
し
て
、
格
別
な
る
ご
支
援

ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
こ
に
新
春
を
迎
え
、
心
機
を

新
た
に
、
町
民
の
皆
様
と
と
も
に

「
人
と
自
然
が
響
き
合
う
ハ
ー
モ

ニ
ー
ガ
ー
デ
ン
上
里
」
の
実
現
に

向
け
て
、
大
変
厳
し
い
行
財
政
環

境
の
中
で
あ
り
ま
す
が
、
住
ん
で

よ
か
っ
た
と
思
え
る
ふ
る
さ
と
上

里
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
、
今
後
と
も
御
支
援
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
ご
健
勝
に
て
新
春
を
迎

え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
平
素
よ
り

町
議
会
に
対
し
深
い
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
８
月
に
執
行
さ
れ
た

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、

自
民
党
か
ら
民
主
党
へ
と
政
権

が
交
代
し
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で

掲
げ
た
政
策
を
実
行
す
る
た
め
、

国
の
事
業
見
直
し
に
よ
り
国
政

が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。

　

町
政
に
お
い
て
は
、
懸
案
で

あ
っ
た
上
里
サ
ー
ビ
ス
エ
リ

ア
周
辺
地
区
整
備
事
業
の
計
画

案
が
見
直
さ
れ
、
非
農
用
地
の

活
用
も
埼
玉
県
と
調
整
を
行
い
、

取
り
付
け
道
路
に
つ
い
て
も
い

よ
い
よ
整
備
が
始
ま
り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
厳
し
い
経
済

状
況
と
政
権
交
代
の
中
、
し
っ

か
り
と
し
た
行
政
運
営
と
財
政

の
健
全
化
を
基
本
と
し
、
国
の

経
済
対
策
で
あ
る
定
額
給
付
金

や
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
支

給
を
は
じ
め
、
耐
震
化
の
た
め

の
上
里
東
小
学
校
改
修
工
事
や

供
用
開
始
に
向
け
た
公
共
下
水

道
事
業
の
推
進
、
そ
し
て
乳
が

ん
検
診
や
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
接
種
へ
の
費
用
助

成
な
ど
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
し
た
。

　

上
里
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
周
辺
地

区
整
備
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

周
辺
道
路
整
備
に
つ
い
て
国
の
補

助
事
業
が
採
択
さ
れ
、
昨
年
12
月

議
会
で
予
算
が
議
決
と
な
り
、
い

よ
い
よ
道
路
整
備
が
始
ま
り
ま

す
。
ま
た
、
上
里
サ
ー
ビ
ス
エ
リ

ア
に
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
を
設
置
す
る

調
査
業
務
に
も
着
手
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
小
中

学
校
の
校
舎
等
の
耐
震
化
と
り

わ
け
上
里
中
学
校
の
校
舎
の
建

替
、
都
市
計
画
道
路
古
新
田
四

ツ
谷
線
の
整
備
な
ど
重
要
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
抱
え
て
お
り
ま

す
が
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。

　

ま
た
、
行
政
の
使
命
で
あ
り

ま
す
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効

果
を
上
げ
る
た
め
に
、
不
断
の

努
力
を
も
っ
て
行
財
政
改
革
を

進
め
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
御

協
力
に
よ
り
お
蔭
様
で
、
大
き

な
成
果
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
し
か
し
、
行
政
課
題
も

山
積
し
て
お
り
、
今
後
の
社
会

経
済
情
勢
は
な
お
予
断
を
許
さ

な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

着
実
に
少
子
高
齢
社
会
に
向

か
う
中
、
本
町
で
も
多
く
の

団
塊
世
代
の
方
々
が
退
職
さ
れ
、

地
域
社
会
に
戻
っ
て
い
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
そ
の
知
識
や
経

験
を
活
か
し
今
後
の
ま
ち
づ
く

り
に
も
貢
献
い
た
だ
け
る
も
の

と
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。　

  

　

町
と
し
て
も
今
ま
で
以
上
に

町
民
の
皆
様
の
知
恵
と
力
を
活

か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
町
民
の
皆
様
に

と
っ
て
こ
の
一
年
が
健
康
で
幸

せ
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
ま
す

よ
う
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
と
と
も
に
、
上
里
町
の
未

来
を
皆
様
と
と
も
に
創
っ
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　

一
方
、
早
期
の
事
業
完
了
が

望
ま
れ
る
教
育
施
設
整
備
、
都

市
計
画
道
路
の
整
備
、
福
祉
の

充
実
な
ど
、
町
民
の
利
便
性
の

向
上
や
安
心
・
安
全
の
た
め
の

施
策
に
は
多
く
の
課
題
や
懸
案

事
項
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
と
き
議
会
は
時
代

の
変
化
に
対
応
し
た
新
た
な
政

策
提
言
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
そ

の
機
能
の
充
実
と
議
会
活
動
の

さ
ら
な
る
活
性
化
に
努
め
、
町

執
行
部
と
共
に
真
剣
に
議
論
・

協
議
を
行
い
、
町
民
の
皆
様
の

福
祉
向
上
と
上
里
町
の
発
展
に

つ
な
が
る
よ
う
努
力
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
地
域
の
力
を

養
い
、
町
民
と
議
会
と
の
距

離
を
近
づ
け
る
た
め
に
努
力
し
、

町
民
の
声
を
行
政
に
生
か
す
事

が
議
会
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と

考
え
ま
す
。

　

結
び
に
、
本
年
も
町
民
皆
様

の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
町
政

の
推
進
と
上
里
町
の
更
な
る
発

展
が
図
ら
れ
る
よ
う
取
り
組
ん

で
い
く
考
え
で
あ
り
ま
す
の
で
、

よ
り
一
層
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い

申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
あ
い
さ

つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

上
里
町
長関

根　

孝
道

町長・議長年頭のごあいさつ

上
里
町
議
会
議
長

根
岸　

晃

迎  

春
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広報かみさと No.488

　上里町では、２月16日㈫～３月15日㈪まで、「平成21年分所得税の確定申告」と「平成22年度町県民税
の申告（平成21年１月～12月までの所得が対象）」の相談・受付を行います。

　

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
、上
里

町
に
住
所
が
あ
り
、次
の
①
～
⑪
の

い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
方

（
た
だ
し
、所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

提
出
し
た
方
は
町
県
民
税
の
申
告
は

不
要
）

①
農
業
・
営
業
を
営
ん
で
い
る
方

②
不
動
産（
地
代
・
家
賃
）・
利
子
・
配

当
等
の
所
得
が
あ
る
方

③
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
あ
る

方
④
生
命
保
険
の
満
期
返
戻
金
な
ど
の

一
時
所
得
が
あ
っ
た
方

⑤
生
命
保
険
契
約
に
基
づ
く
年
金
や
、

原
稿
料
・
講
演
料
な
ど
の
雑
所
得

の
あ
る
方

⑥
給
与
所
得
の
他
に
①
～
⑤
の
所
得

が
あ
る
方
、又
は
２
か
所
以
上
か

ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

⑦
勤
務
先
か
ら
町
へ「
給
与
支
払
報

告
書
」の
提
出
が
な
い
方

⑧
平
成
21
年
中
に
中
途
就
職
や
中
途

退
職
し
た
等
で
、勤
務
先
で
年
末

調
整
を
し
て
い
な
い
方

⑨
医
療
費
控
除
・
寄
付
金
控
除
な
ど

を
受
け
よ
う
と
す
る
方

⑩
年
末
調
整
後
に
、扶
養
・
保
険
料
控

除
等
を
変
更
す
る
方

⑪
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

16
歳
以
上
の
方

平成22年1月1日に上里町に
住んでいましたか？

平成21年1月1日から12月
31日までに収入がありまし
たか？

あなたは給与所得者で、年末
調整は済んでいますか？

勤務先から上里町へ、給与
支払報告書が提出されてい
ますか？

給与の他に所得がありましたか？

同居の親族が、会社の年末調整であ
なたを扶養する申告をしていますか？
または確定申告であなたを扶養する
申告をしますか？

給与以外の所得は、
20万円を超えていますか？

次のどれかに該当しますか？
①国民健康保険に加入している
②介護保険に加入している
③国民年金に加入している
④後期高齢者医療保険に加入している
⑤誰の扶養にも入っていない
⑥所得証明書等が必要である

平成22年１月１日現
在に住んでいた市区
町村へ確認してくだ
さい。

町県民税の申告は
必要ありません。

上
里
町
に
町
県
民
税
の
申
告
を

　
　
　
　
　

し
て
く
だ
さ
い
！

税
務
署
で
確
定
申
告
を

　
　
　
　

し
て
く
だ
さ
い
！

はい

スタート！いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

どこへ申告すれば良いのですか？どこへ申告すれば良いのですか？

はい

はい

はい

はい はい

はい

いいえ

はい

税務署からのお知らせ
17号線

二本松通り

武蔵野銀行
ア
ピ
タ

梅林堂

春山眼科
エネオス

至
高
崎

至
東
京

JR高崎線

至寄居

本庄B LA L A

本庄市
コミュニティ
センター

埼玉
グランドホテル

バーミヤン
本庄店

本庄駅

南口

平成21年分の所得申告は『２月16日㈫～３月15日㈪』です

◆問合せ…税務課住民税係【☎３５－１２２１（代表）内線１８０２・１８０３・１９０５】

申
告
が
必
要
な
方

開設期間　２月１日㈪～３月31日㈬（土・日・祝祭日は除く）
受付時間　午前９時～午後４時
※所得税の確定申告期限は３月15日㈪です。
※個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告期限は３月31日

㈬です。
問合せ　　本庄税務署【☎22－2111】

本庄税務署　確定申告会場（本庄市駅南2－25－16）
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広報かみさと  2010.1

　

申
告
相
談
で
は
、皆
さ
ん
の
申
告
に
も
と
づ
い
て
、職
員
が
申
告
書
の
作
成

を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

毎
年
、申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
、会
場
が
混
雑
し
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
申
告
受
付
地
区
別
日
程
表
」を
確
認
の
う
え
、で
き
る

だ
け
指
定
日
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

　

申
告
の
お
知
ら
せ
や
申
告
書
等
は
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、申
告
が
必
要
と
思

わ
れ
る
方
は
自
主
的
な
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、郵
送
に
よ
る
町
県
民
税
申
告
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、申
告
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申告受付地区別日程表
日時 受付対象地区

２月 １６日（火）黛・金下・金上
１７日（水）内出・西金・金下東・勝一
１８日（木）勝二・原一・原二・天神・真下・堀込
１９日（金）宿・屋敷・東宮・十八軒四軒家・中五明・南五明・宮
２０日（土）
２１日（日）
２２日（月）下郷・上郷・久保・西大御堂
２３日（火）東大御堂・寺西・新堀・並木沖
２４日（水）田中・石倉・丹蔵・岡・東堤・堀之内
２５日（木）横町・阿保町・長浜町
２６日（金）立野・立野南・久城
２７日（土）
２８日（日）

３月 １日（月）本郷一・本郷二・本郷三
２日（火）古新田
３日（水）三田
４日（木）京塚・久保新田
５日（金）四ツ谷・三軒
６日（土）
７日（日）
８日（月）西原町東・西原町西・一丁目
９日（火）東町東・東町西・二丁目・三丁目・四丁目

１０日（水）五丁目・宮本町
１１日（木）八町河原・忍保
１２日（金）地区指定日に都合の悪い方
１３日（土）
１４日（日）地区指定日に都合の悪い方【午前の部のみ】
１５日（月）地区指定日に都合の悪い方

※指定日に都合の悪い方は、12日㈮・14日㈰・15日㈪の混雑が
予想されるため、指定日以外でも申告を受付けます。

※農業所得者は、すべて収支計算となりますので、収支内訳書
を作成のうえ、申告時に持参してください。

※年金収入のみの方、又は医療費控除を申告される方は、「事
前申告説明会（２月４日㈭開催）」をご利用ください。（詳細に
ついては、同時配布「税務署からのお知らせ」参照）

＜会場＞
上里町役場４階・大会議室

＜受付時間＞
（午前の部）午前９時～11時
（午後の部）午後１時～４時

　

所
得
税
は
、「
申
告
納
税
」す

る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま

す
。役
場
申
告
会
場
で
の
受
付

に
つ
い
て
は
、よ
り
円
滑
に
申

告
相
談
・
受
付
を
進
め
る
た
め

次
の
点
に
ご
留
意
の
う
え
、ご

来
場
く
だ
さ
い
。

　

役
場
庁
舎
へ
の
入
庁
は
午
前

８
時
か
ら
と
し
、そ
れ
よ
り
早

い
時
間
の
入
庁
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、受
付
整
理
番
号
札
は

当
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
配
布

し
ま
す
。

　

受
付
係
が
申
告
内
容
と
持
参

資
料
を
確
認
し
ま
す
。必
要
資

料
に
不
備
の
あ
る
方
は
、資
料

を
揃
え
て
再
度
ご
来
庁
し
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。事

前
に
記
載
が
必
要
な
資
料
で
不

明
な
点
が
あ
る
方
は
、職
員
が

記
載
方
法
等
の
説
明
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保

険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
平
成
21
年
中
支
払
分
の
明

細
書
を
、平
成
22
年
１
月
末
に

発
送
す
る
予
定
で
す
。確
定
申

告
用
の
資
料
と
し
て
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

次
に
該
当
す
る
方
は
、役
場

申
告
会
場
で
の
申
告
は
で
き
ま

せ
ん
。本
庄
税
務
署
で
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

○
譲
渡
所
得
の
あ
っ
た
方

○
株
式
等
取
引
の
あ
る
方

○
外
国
人
の
方

○
損
失
申
告
の
方

○
過
年
度
申
告
の
方

○
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

初
め
て
申
告
さ
れ
る
方

○
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
所
得
を

申
告
さ
れ
る
方

◆
問
合
せ
…
税
務
課
住
民
税
係【
☎
35―

１
２
２
１（
代
表
）内
線
１
８
０
２
・
１
８
０
３
・
１
９
０
５
】

平
成
21
年
分
の
所
得
申
告
は『
２
月
16
日
㈫
～
３
月
15
日
㈪
』で
す

役
場
で
申
告
を
す
る
場
合
の

留
意
点

①
役
場
庁
舎
へ
の
入
庁
は

午
前
８
時
か
ら
で
す

②
受
付
係
を
配
置
し
ま
す

③
国
民
健
康
保
険
等
の

　

 

「
実
納
付
額
明
細
」を

　
　

事
前
に
送
付
し
ま
す

④
本
庄
税
務
署
で

申
告
の
必
要
が
あ
る
方

④



広報かみさと No.488

納 税 窓 口
夜間開庁・休日開庁のお知らせ

◆１月の開庁日
　［夜間（午後８時まで）］
　１月25日㈪
　［休日（午前８時30分～正午）］
　１月10日㈰
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）よりお入りくだ

さい。
◆窓口・問合せ
　税務課収税係【☎35－1220（直通）】

○税の納付は便利、確実な

『口座振替』のご利用を！

○税は納期限内に納めましょう！

　

所
得
税
の
還
付
が
生
じ
る
場

合
は
、
申
告
者
の
口
座
に
振
込

み
ま
す
。
金
融
機
関
名
、
支
店

名
、
口
座
番
号
の
控
え
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
所
得
税

を
納
め
る
方
が
新
た
に
口
座
引

き
落
と
し
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
申
告
者
の
口
座
番
号
等
と

金
融
機
関
届
出
印
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

○
給
与
及
び
年
金
所
得
者
…
源

泉
徴
収
票
（
原
本
）

○
事
業
（
営
業
・
農
業
）
所
得

者
…
収
支
内
訳
書
（
本
人
が

事
前
に
作
成
）

○
不
動
産
所
得
者
…
収
支
内
訳

書
、
収
入
金
額
・
必
要
経
費

等
が
分
か
る
書
類
、
固
定
資

産
税
の
領
収
書
と
課
税
明
細

書
○
配
当
所
得
・
一
時
所
得
・
雑

所
得
な
ど
が
あ
る
方
…
計
算

明
細
書
や
支
払
調
書

○
国
民
健
康
保
険
税

○
介
護
保
険
料

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

○
生
命
保
険
料

○
地
震
保
険
料（
旧
長
期
損
害

保
険
料
分
も
含
む
）

※
国
民
健
康
保
険
税
、介
護
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ

い
て
は
、領
収
書
又
は「
所
得

税
確
定
申
告
参
考
資
料
」を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

○
医
療
費
な
ど
の
領
収
書

○
健
康
保
険
組
合
等
で
出
産
費

や
高
額
療
養
費
等
の
補
填
が

あ
れ
ば
、支
給
額
が
分
か
る

書
類

※
申
告
者
本
人
で
合
計
額
を
集

計
し
て
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

○
障
害
者
手
帳

○
療
育
手
帳

○
精
神
障
害
者
手
帳

※
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

（
要
支
援
を
除
く
）を
受
け
て

い
る
方
で
、障
害
者
手
帳
が

な
い
場
合
で
も
、町
が
交
付

す
る「
障
害
者
控
除
対
象
認

定
書
」を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、障
害
者
控
除
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○「
学
生
証
」又
は「
在
学
証
明

書
」

※
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
は
、所
得
が
あ
っ
て
も
勤

労
学
生
の
控
除
が
適
用
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の

ｅ－Ｔａｘ（電子申告）説明会の開催
開催日時 会場

１月19日㈫、10時～ 本庄市中央公民館
１月20日㈬、10時～ 上里町役場４階

受付は説明開始30分前から事前予約
不要です。
筆記用具をご持参ください。
会場で申告書の作成はできません。
個別の相談はご遠慮ください。

申
告
に
必
要
な
も
の

印
鑑

領
収
書
・
控
除
証
明
書（
平
成

21
年
中
に
支
払
い
し
た
も
の
）

申
告
者
の
口
座
番
号
控
え

所
得
計
算
の
基
礎
と
な
る
書
類

 

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
方

 

学
生
の
方

 

そ
の
他

◆
必
要
書
類
に
不
備
が
あ

る
場
合
は
、再
度
ご
来
場

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、申
告
に
必
要

な
も
の
を
よ
く
確
認
し

て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　平成11年～18年までに入居し、所得税の住宅ロー
ン控除を受けている方で、所得税から住宅ローン控
除を引き切れなかった場合は、その分を住民税から
控除する制度があります。
　これまでは、この適用を受けようとする場合には

「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要
でしたが、今年度より所得税において住宅ローン控
除の適用を受けており、年末調整又は確定申告で住
宅ローン控除が申告済みの場合には、「住宅借入金
等特別税額控除申告書」の提出は不要となります。
適用要件を満たすことが確認できた場合、市町村が
控除額を計算して控除します。

問合せ…税務課住民税係【☎35－1220内1131・1132】

住民税の住宅ローン控除の申告手続きが
不要になります

⑤


